
 令和 7年３月 14日   

栗原北小学校 

１～５年生の児童・保護者の皆様 

                                    栗原北小放課後子ども教室実行委員会 

委 員 長   瀬 山  春 美  

「くりっぷ」からのお知らせ 

日頃より「くりっぷ」の運営にご理解をいただき、ありがとうございます。 

さて、新年度の参加について、下記の項目と裏面の事業概要を各ご家庭でご確認くださいます

ようお願いいたします。 

記 

  

１ ４月の開催予定  新 2～6年生は 4月 8日（火）から 

     ※開催時間は午後 5時まで（11月～1月は午後 4時 30分） 

２ 参加について   2年生以上は「参加確認表」は要りません。 

             ※各ご家庭で「何時までくりっぷに参加するのか」を話し合ってください。 

＊すでに同意書を提出している児童は、そのまま参加できます。 

 未提出の児童は提出いただければ参加できます。 

詳しくは「くりっぷ」スタッフまでお問い合わせください。 

＊下記の「くりっぷ」直通と放課後子ども教室担当（公社）を必ず携帯電話にご登録ください。 

ケガなどの際は学校に提出された緊急連絡先に「くりっぷ」からご連絡いたします。 

＊学校行事や天候等により、急に時間変更や中止となることがあります。 

 

お問い合わせは学校ではなく下記へご連絡ください。 

 

 

問 

合 

せ 

先 

◆「くりっぷ」直通電話 ※開催時間のみ 

ＴＥＬ ０８０-３５３３－７７６７ 

◆「あだち放課後子ども教室担当」(足立区生涯学習振興公社） 

ＴＥＬ ０３-５８１３－３７３２  



１ 実行委員会、スタッフについて      【「利用案内」８ページ参照】 

 あだち放課後子ども教室は、学校の事業ではありません。足立区教育委員会が主催し、各学校の

地域の方々や保護者を中心に組織された実行委員会が運営しています。見守りスタッフ(以下「スタ

ッフ」)は、各実行委員会に選任された地域の協力者です。教育等の資格を持った方ではありません

ので、学習やスポーツの指導、介助などはいたしません。スタッフは、参加の受付や遊具の貸出し、

子どもが参加の約束を守らないときの注意、ケガをした時の応急手当や保護者への連絡などをしま

す。 

２ ケガや体調不良のとき 【「利用案内」９ページ参照】 

(１)活動中のケガや体調が良くないとき、物品を壊してしまったときなどは、スタッフに申し出るよ

うお子さんに伝えてください。ケガ等の状況によっては保護者に迎えに来ていただくことがあり

ますので、保護者の方は連絡をとれるようにしてください。 

(２)活動中または活動後下校途中のケガで受診されたときは、ご加入の健康保険証と○子医療証をお使

いください。なお、受診されたときは、公社にお知らせください。 

(３)放課後子ども教室参加児童の傷害保険及び賠償責任保険に加入しています。 

※保険の規定により適用されないことがあります。物品の破損や他人にケガをさせてしまった場

合など、相応分の負担をしていただくことがあります。 

３ 緊急時の対応              【「利用案内」１０ページ参照】 

   学校行事や悪天候などで、やむをえず実施時間を変更または中止する場合があります。また、学

校が集団下校や一斉下校となった場合は、「くりっぷ」も中止となります。これらのときはお子さん

は予定より早く帰宅しますので、ご家族が不在の時でもお子さんが帰宅できるように、あらかじめ

お子さんと対応を決めておいてください。 

※緊急時の連絡を「C4thホーム＆スクール」で配信することがありますので、登録をお勧めします。    

   現在未登録で、登録をご希望の方は、担任の先生にお申し出ください。 

４ 学童保育室入室児童の登録         【「利用案内」７、１２ページ参照】 

学童保育室（以下「学童」）の入室児童も登録できます。登録をしたことを学童に伝えてください。

「くりっぷ」に参加する日は事前に「くりっぷに参加して、何時に学童に行く」「くりっぷに参加し

学童は休む」など、学童にご連絡ください。学童登室後は、参加できません。※詳しくは、学童にご

確認ください。 

５ 放課後子ども教室の約束   【「利用案内」１３・１４ページの参加の約束参照】 

  友達と仲良く遊ぶ、スタッフの注意を聞くことをお子さんにお話しください。 

お子さんを預かり、個別の活動を把握する事業ではありません。ご理解をお願いします。 

お子さんに関する 個別の問い合わせや伝言は、お子さんの安全管理上、お取次ぎできません。 

ご了承ください。緊急時は、直接お迎えに来ていただくようお願いいたします。 

 

「くりっぷ」はお子さんが自主的に活動する場です 

放課後子ども教室」はどんなところ？ 
 小学校の放課後に、地域の方々が見守りスタッフとして見守る中、学校(校庭や

図書室など)で自由に遊び、学ぶところです。        

「利用案内」もご覧ください↓→「足立区  放課後子ども教室利用案内」で検索、または、 

https://www.kousya.jp/information/19527/  

https://www.kousya.jp/information/19527/

